
「多様な学びの在り方」の検討方法について（案） 

 

 「多様な学びの在り方」については，以下に掲げる検討事項について，集中的かつ機動的

に調査，検討を行うために，多様な学びの在り方検討部会を設置して対応する。 

 部会での検討結果を受けて，最終的に審議会において審議する。 

 

１ 県立高等学校将来構想審議会との関係 

県立高等学校将来構想審議会条例（平成２０年３月２５日 条例第４号） 

第６条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 

２ 部会に属すべき委員及び専門委員は、十人以内とし、会長が指名する。 

 

２ 検討事項 

（１）定時制課程について 

従来の様な働きながら学ぶ生徒のほか，不登校や中途退学を経験した生徒，また自由

度がより高い学びを求める生徒など，定時制においては多様な学習ニーズへの対応が

求められている。  

こうした状況に的確に対応するための教育課程や生徒の個別支援体制，また定時制

で学ぶ機会を確保できる学校配置について検討する。 

（２）新たなタイプの学校について 

県立高校（全日制・定時制）において実施されている学び直しの実態を踏まえた上で，

より効果的な学習方法や魅力的な取り組みなどを体系立てて学び直しの在り方を整理

する。 

 

３ 検討スケジュール 

審議会 部会 時期 内容 

第１回  
令和元年 

７月上旬 

・諮問 

・趣旨説明 

・検討部会の設置 

 

第１回 ７月下旬 
・趣旨説明 

・実態調査について 

 ７月～８月 ・実態調査（定時制，新たなタイプ） 

第２回 ８月末 
・調査結果報告 

・新タイプ・定時制の方向性① 

第３回 １０月中旬 ・新タイプ・定時制の方向性② 

第４回 １２月中旬 ・新タイプ・定時制の方向性③ 

第２回  １２月下旬 ・答申     （⇒実施計画に反映） 

 

【資料５】 
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